
（その７）

（7）寄附の内訳 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名（団体にあ
っては、その名称）

金 額 年月日
住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

職業（団体にあっては、
代表者の氏名）

備考

甲野太郎
十億 百万

8 0
千

0 0 0
円

0 ○ . 1.20 山口県○○市○○町○番○号 山口県議会議員

 ㊕　 〃 5 0 0 0 0 0 ○ . 9.20 〃 〃

　Ａ野次郎 2 0 0 0 0 0 ○ . 2.15 山口県○○市○○町○番○号 Ａ会社社長

       〃 4 0 0 0 0 0 ○ .10.15 〃 〃

　Ｂ野三郎 5 0 0 0 0 0 ○ . 7.20 山口県○○市○○町○番○号 Ｂ商店店主

       〃 1 0 0 0 0 0 0 ○ .11.30 〃 〃

　Ｃ野四郎 8 0 0 0 0 0 ○ .12.10 山口県○○市○○町○番○号 Ｃ会社役員 遺贈

　Ｄ野五郎 6 0 0 0 0 ○ .12.20 山口県○○市○○町○番○号 Ｄ商店店主

こ の 頁 の 小 計 4 2 6 0 0 0 0

そ の 他 の 寄 附 4 0 0 0 0

合 計 4 3 0 0 0 0 0

「個人」、「法人その他の団体」又は「政治団体」に分類し、それぞれ別葉とすること。「個人」、「法人その他の団体」又は「政治団体」に分類し、それぞれ別葉とすること。

遺贈によってする寄附の場合は、
備考欄に「遺贈」と記載すること。

寄附のうち、その明細を記載したもの以外のものを合計した金額を記載すること。

様式（その２）の「個人からの寄附」の金額と一致すること。

同一の者からの寄附で年間５万円を超えるものの明細を記載すること。
年間５万円以下の寄附についても必要に応じ明細を記載しても差し支えない。
なお、課税上の優遇措置を受ける場合には、年間５万円以下の寄附であっても、明細を記載すること。課税上の優遇措置を受ける場合には、年間５万円以下の寄附であっても、明細を記載すること。

特定寄附（４ページ参照）
の場合には寄附者の氏名の前
に「㊕」と記載すること。

上記の明細が数ページに及ぶ場合には、最上記の明細が数ページに及ぶ場合には、最
後のページのみこの欄に記載すること。後のページのみこの欄に記載すること。

（その６）

（6）その他の収入

摘　　　　　　　要 金　　　　　　　　　　　　　　額 備　　　　考

Ｔ銀行預金利子
十億 百万

1 0
千

0 0 0
円

0 ○年９月 16日

こ　の　頁　の　小　計 1 0 0 0 0 0

１件10万円未満のもの 5 5 0 0 0

合　　　　　　　　　計 1 5 5 0 0 0

１件当たりの金額が 10万円以上のものにあって
は、その基因となった事実ごとに記載すること。

１件当たりの金額が10万
円未満のものにあって
は、一括してその合計金
額を記載すること。
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（その７）

（7）寄附の内訳 寄附者の区分 政治団体

寄附者の氏名（団体にあ
っては、その名称）

金　　　　　　　　　額 年月日
住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

職業（団体にあっては、
代表者の氏名）

備考

Ａ政経調査会
十億 百万

2 0 0
千

0 0 0
円

0 ○ . 3.10 山口県○○市○○町○番○号 Ａ野五郎

 　　 〃 2 0 0 0 0 0 0 ○ . 7.31 〃 〃

Ｂ政治連盟 1 5 0 0 0 0 0 ○ . 7.20 山口県○○市○○町○番○号 Ｂ野六郎

　   〃 7 0 0 0 0 0 ○ .11.20 〃 〃

Ｃ後援会 1 5 0 0 0 0 0 ○ . 8.10 山口県○○市○○町○番○号 Ｃ野七郎

　  〃 1 5 0 0 0 0 0 ○ .12.10 〃 〃

こ の 頁 の 小 計 9 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 寄 附 0

合 計 9 2 0 0 0 0 0 様式（その２）の「政治団体からの寄附」の
金額と一致すること。
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